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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月10日(2017.11.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
患者における良性腺腫を処置するための組成物であって、該組成物は、治療上有効な量の
Ｎ－（２，６－ビス（１－メチルエチル）フェニル）－Ｎ’－（（１－（４－（ジメチル
アミノ）フェニル）シクロペンチル）－メチル）ウレアヒドロクロリドを含む、組成物。
【請求項２】
患者におけるホルモン生成の増大を処置するための組成物であって、該組成物は、治療上
有効な量のＮ－（２，６－ビス（１－メチルエチル）フェニル）－Ｎ’－（（１－（４－
（ジメチルアミノ）フェニル）シクロペンチル）－メチル）ウレアヒドロクロリドを含む
、組成物。
【請求項３】
患者におけるクッシング症候群を処置するための組成物であって、該組成物は、治療上有
効な量のＮ－（２，６－ビス（１－メチルエチル）フェニル）－Ｎ’－（（１－（４－（
ジメチルアミノ）フェニル）シクロペンチル）－メチル）ウレアヒドロクロリドを含む、
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組成物。
【請求項４】
患者における過剰なコルチゾール生成を処置するための組成物であって、該組成物は、治
療上有効な量のＮ－（２，６－ビス（１－メチルエチル）フェニル）－Ｎ’－（（１－（
４－（ジメチルアミノ）フェニル）シクロペンチル）－メチル）ウレアヒドロクロリドを
含む、組成物。
【請求項５】
患者における過剰なコルチゾール生成と関連する症状を処置するための組成物であって、
該組成物は、治療上有効な量のＮ－（２，６－ビス（１－メチルエチル）フェニル）－Ｎ
’－（（１－（４－（ジメチルアミノ）フェニル）シクロペンチル）－メチル）ウレアヒ
ドロクロリドを含む、組成物。
【請求項６】
患者におけるアルドステロン症を処置するための組成物であって、該組成物は、治療上有
効な量のＮ－（２，６－ビス（１－メチルエチル）フェニル）－Ｎ’－（（１－（４－（
ジメチルアミノ）フェニル）シクロペンチル）－メチル）ウレアヒドロクロリドを含む、
組成物。
【請求項７】
前記組成物が、第２の治療剤と組み合わせて投与されることを特徴とする、請求項１～６
のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項８】
前記第２の治療剤は、化学療法剤である。請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
前記第２の治療剤は、ミトタンである、請求項７に記載の組成物。
【請求項１０】
患者における異常な副腎ホルモン生成を阻害するための組成物であって、該組成物は、ホ
ルモン生成を阻害するために有効量のＮ－（２，６－ビス（１－メチルエチル）フェニル
）－Ｎ’－（（１－（４－（ジメチルアミノ）フェニル）シクロペンチル）－メチル）ウ
レアヒドロクロリドを含む、組成物。
【請求項１１】
前記組成物が、第２の治療剤と組み合わせて投与されることを特徴とする、請求項１０に
記載の組成物。
【請求項１２】
前記ホルモンは、ミネラルコルチコイド、グルココルチコイド、もしくはアンドロゲンで
ある、請求項１０または１１に記載の組成物。
【請求項１３】
前記ミネラルコルチコイドは、アルドステロンである、請求項１２に記載の組成物。
【請求項１４】
前記アンドロゲンは、アンドロステンジオン、デヒドロエピアンドロステロン、もしくは
アドレノステロンである、請求項１２に記載の組成物。
【請求項１５】
前記グルココルチコイドは、コルチゾールである、請求項１２に記載の組成物。
【請求項１６】
前記患者は、
－クッシング症候群；
－過剰なコルチゾール生成；
－副腎コルチゾール過剰を生じるＡＣＴＨ過剰；
－下垂体性ＡＣＴＨ過剰（下垂体性クッシング病）；
－異所性ＡＣＴＨ症候群；
－原発性副腎コルチゾール過剰；
－ＡＣＴＨ非依存性大結節性副腎過形成（常に両側性）；および
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－２１－ヒドロキシラーゼ欠損症
からなる群より選択される状態に罹患している、請求項１～６または１０のいずれか１項
に記載の組成物。
【請求項１７】
前記組成物は、経口投与されることを特徴とする、請求項１～６、１０または１６のいず
れか１項に記載の組成物。
【請求項１８】
前記組成物は、１日に１回、２回、３回もしくは４回投与されることを特徴とする、請求
項１～６、１０または１６のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１９】
前記第２の治療剤は、
ミフェプリストン；
化学療法剤；
メトホルミン；
エベロリムス；
標的化因子；
副腎分解因子；および
ＩＧＦ１Ｒアンタゴニスト、
からなる群より選択される、請求項７に記載の組成物。
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